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本
書
は
、
長
年
に
わ
た
り
中
国
財
政
史
、
東
ア
ジ
ア
関
係
史
の
研

究
を
牽
引
し
て
き
た
岩
井
茂
樹
氏
が
、
既
発
表
論
文
に
新
稿
三
篇
を

加
え
て
再
構
成
し
た
論
文
集
で
あ
る
。
著
者
が
二
〇
〇
四
年
に
上
梓

し
た
前
作
『
中
国
近
世
財
政
史
の
研
究
』
は
、
当
該
分
野
の
必
読
書

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
秀
作
で
あ
り
、
二
〇
一
一
年
に
漢
語
に

翻
訳
さ
れ
、
現
地
の
研
究
者
か
ら
も
多
大
な
好
評
を
博
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
今
回
の
新
刊
は
、
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
海
外
の
読
者
に

と
っ
て
も
ま
さ
に
待
望
の
一
冊
で
あ
る
。
本
書
は
今
年
二
月
の
出
版

以
来
、
す
で
に
中
島
楽
章
氏
と
岸
本
美
緒
氏
に
よ
る
詳
細
か
つ
的
確

な
書
評
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
１
）
。
蛇
足
は
否
め
な
い
が
、
こ
れ
ら
先
学

の
驥
尾
に
附
し
て
本
稿
を
書
き
上
げ
た
次
第
で
あ
る
。
日
頃
の
不
勉

強
の
ゆ
え
、
誤
読
の
謗
り
を
免
れ
な
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、

著
者
お
よ
び
読
者
諸
賢
の
ご
海
容
を
賜
り
た
い
。

　
以
下
に
ま
ず
目
次
を
掲
げ
、
各
章
の
内
容
を
概
観
し
て
い
く
。

序
　
章
　
朝
貢
体
制
論
の
再
検
討
（
新
稿
）

第
一
章
　
明
の
朝
貢
拡
大
策
と
礼
制
の
覇
権
主
義（
二
〇
〇
五
年
）

第
二
章
　
貿
易
の
独
占
と
明
の
海
禁
政
策
（
新
稿
）

第
三
章
　
辺
境
社
会
と
「
商
業
ブ
ー
ム
」（
一
九
九
六
年
）

第
四
章
　
一
六
世
紀
中
国
に
お
け
る
交
易
秩
序
の
模
索
と
互
市

（
二
〇
〇
四
年
）

第
五
章
　
清
代
の
互
市
と
「
沈
黙
外
交
」（
二
〇
〇
七
年
）

第
六
章
　
南
洋
海
禁
の
撤
回
と
そ
の
意
義
（
二
〇
一
一
年
）

終
　
章
　
互
市
に
お
け
る
自
由
と
隔
離
（
新
稿
）

　
序
章
に
お
い
て
著
者
は
、
本
書
の
主
題
に
か
か
わ
る
朝
貢
、
互
市

な
ど
諸
概
念
に
つ
い
て
、
明
清
に
限
ら
ず
幅
広
い
時
代
の
史
料
を
交

え
て
そ
の
起
源
と
沿
革
を
解
説
し
た
上
で
、
Ｊ
・
Ｋ
・
フ
ェ
ア
バ
ン

ク
（
２
）

と
Ｍ
・
マ
ン
コ
ー
ル
（
３
）

両
氏
の
朝
貢
体
制
論
を
以
下
の
二
点
か
ら
批

判
を
行
う
。
第
一
に
、「
朝
貢
」
をpresentation of tribute

（
貢

物
の
献
呈
）
の
行
為
を
軸
と
す
る
こ
と
と
し
て
捉
え
、
貿
易
活
動
の

許
可
を
得
る
た
め
、
必
ず
貢
納
の
儀
礼
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る

従
来
の
朝
貢
体
制
論
に
対
し
て
、
岩
井
氏
は
『
明
実
録
』
と
『
宋
会

要
輯
稿
』
で
の
記
述
を
挙
げ
、「
朝
貢
に
付
随
す
る
交
易
と
結
び
つ

書
　
評

岩
井
茂
樹 
著

『
朝
貢
・
海
禁
・
互
市
　

　
　 

―
―
近
世
東
ア
ジ
ア
の
貿
易
と
秩
序
―
―
』

（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
）

王
　
尊
　
龍
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い
て
い
た
の
は
、
貢
物
の
献
納
で
は
な
く
、
そ
の
国
の
国
君
の
表
文

に
よ
る
皇
帝
へ
の
臣
従
で
あ
っ
た
」（
三
一
頁
）
と
指
摘
し
、
貢
物

の
献
納
と
貿
易
の
許
諾
と
の
直
接
な
関
連
性
を
否
定
し
て
い
る
。
第

二
に
、
岩
井
氏
は
、
宋
代
の
市
舶
司
貿
易
、
明
代
後
期
の
馬
市
・
茶

市
な
ら
び
に
清
代
の
広
州
貿
易
、
キ
ャ
フ
タ
貿
易
な
ど
、
朝
貢
貿
易

と
異
な
っ
た
原
理
に
基
づ
く
互
市
貿
易
の
存
在
を
述
べ
、
こ
の
歴
史

的
事
実
を
看
過
し
、
中
国
の
あ
ら
ゆ
る
国
際
貿
易
を
朝
貢
と
関
係
づ

け
な
が
ら
、
政
府
に
よ
る
商
業
統
制
を
過
度
に
強
調
す
る
朝
貢
体
制

論
は
、
一
種
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
朝

貢
体
制
論
へ
の
批
判
を
踏
ま
え
、「
中
国
の
通
商
外
交
政
策
と
そ
の

枠
組
み
が
、
長
期
的
な
視
野
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
方
向
に
向
か
っ
て

発
展
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
」（
一
四
頁
）
と
い
う
著
者

の
大
き
な
問
題
関
心
は
、
本
書
全
体
の
基
調
を
な
す
も
の
と
も
言
え

よ
う
。

　
第
一
章
は
、
明
代
初
期
の
君
臣
た
ち
が
礼
制
に
も
と
づ
く
対
外
政

策
を
ど
の
よ
う
に
構
想
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
実
現
し
よ
う
と
し

て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。「
夷
狄
」
と
さ
れ

る
モ
ン
ゴ
ル
人
が
建
て
た
元
朝
廷
を
北
方
に
退
け
、
反
乱
軍
の
首
領

か
ら
「
華
夏
」
の
天
子
と
な
っ
た
朱
元
璋
は
、
新
政
権
の
正
統
性
を

証
明
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
そ
こ
で
，
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ

て
い
た
の
が
、
周
辺
諸
国
の
君
主
が
来
朝
す
る
景
象
で
あ
っ
た
。
朝

貢
の
儀
礼
を
定
め
、
諸
外
国
に
使
節
を
遣
わ
し
て
朝
貢
を
促
す
な
ど

積
極
的
な
「
朝
貢
拡
大
策
」
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
実
施

さ
れ
た
。
し
か
し
一
方
で
、
軍
事
力
の
裏
付
け
に
よ
る
支
配
と
は
異

な
り
、
礼
制
に
よ
る
覇
権
を
支
え
て
い
た
の
は
、
通
商
権
の
許
可
を

通
じ
て
朝
貢
国
に
経
済
的
な
利
益
を
提
供
す
る
と
い
う
手
段
で
あ
っ

た
。
そ
の
ほ
か
、朝
貢
す
る
側
と
さ
れ
る
側
が
同
一
関
係
に
対
し
て
、

異
な
る
解
釈
を
す
る
余
地
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。「
解
釈
の
非
対
称
」

と
呼
ば
れ
る
こ
う
し
た
機
制
も
、
朝
貢
体
制
の
維
持
に
一
定
の
効
果

が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
朝
の
対
外
礼
制
の
形
式
と
理

念
は
、周
辺
諸
国
相
互
の
関
係
形
成
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
。

　
第
二
章
は
、
檀
上
寛
氏
の
「
海
禁
＝
朝
貢
シ
ス
テ
ム
論
（
４
）

」
に
対
し

て
疑
問
を
呈
し
つ
つ
、
前
者
と
異
な
る
角
度
か
ら
明
初
に
お
け
る
朝

貢
一
元
体
制
の
形
成
過
程
を
論
じ
る
。
建
国
初
期
の
明
朝
は
、
厳
格

な
海
禁
を
実
施
し
、
朝
貢
と
貿
易
の
一
体
化
を
図
っ
て
い
た
。
岩
井

氏
は
、
そ
れ
を
一
つ
の
動
的
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い

る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
檀
上
氏
の
著
書
も
本
作
と
同
工
異
曲
で
あ

る
が
、
こ
う
し
た
体
制
の
形
成
に
つ
な
が
る
要
素
は
何
か
、
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
、
両
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
見
解
を
持
っ
て
い
る
。
ま

ず
、
岩
井
氏
は
、
宝
鈔
の
発
行
に
関
す
る
政
府
の
言
動
、『
大
明
律
』

に
残
さ
れ
て
い
る
海
外
貿
易
の
容
認
を
示
す
条
項
な
ど
を
論
拠
と
し

て
取
り
上
げ
、
明
初
に
は
商
品
経
済
の
発
展
を
抑
制
し
て
自
然
経
済

へ
の
回
帰
を
目
指
す
国
家
意
思
が
あ
っ
た
と
す
る
檀
上
氏
の
主
張
（
５
）
を

批
判
す
る
。
そ
し
て
、
明
の
通
商
外
交
政
策
の
歴
史
的
性
格
を
理
解
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す
る
に
は
、「
儒
教
的
階
層
秩
序
の
実
現
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
面
だ
け
を
強
調
す
る
檀
上
氏
の
議
論
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
。

そ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
新
た
な
歴
史
認
識
と
し
て
、
主
に
以
下
の

二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
、
実
質
的
な
脅
威
と
な
っ
た
日
本

を
屈
服
さ
せ
る
た
め
、
洪
武
一
七
年
（
一
三
八
四
）
前
後
か
ら
海
禁

の
厳
格
化
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
永
楽
期
以

降
、
民
間
商
人
が
排
除
さ
れ
、
中
国
の
合
法
な
海
外
貿
易
は
朝
貢
貿

易
と
、
宦
官
の
率
い
る
船
団
が
実
行
す
る
「
官
営
貿
易
」
と
い
う
二

種
類
に
限
定
さ
れ
、
皇
帝
と
朝
貢
国
の
王
に
よ
る
「
双
方
向
の
貿
易

独
占
」
と
い
う
仕
組
み
が
出
来
上
が
っ
た
。
一
方
、
朝
廷
や
官
府
が

貿
易
を
独
占
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
宋
元
時
代
に
す
で
に
出
現
し

た
た
め
、明
代
の
「
朝
貢
一
元
に
よ
っ
て
粉
飾
さ
れ
た
貿
易
独
占
も
、

こ
の
歴
史
の
文
脈
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
」（
二
八
二

頁
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
朝
廷
に
よ
る
全
面
的
な
貿
易
統
制
は
、
や
が
て
多
方
面

か
ら
の
抵
抗
を
招
き
、「
北
虜
南
倭
」
と
称
さ
れ
る
大
規
模
な
動
乱

を
誘
発
し
て
い
っ
た
。
第
三
章
で
は
、
明
朝
の
北
方
辺
境
に
焦
点
を

当
て
、
現
地
社
会
に
お
け
る
商
業
交
易
の
拡
大
や
華
夷
混
合
集
団
の

形
成
な
ど
、
一
六
・
一
七
世
紀
の
政
治
的
変
動
の
底
流
と
し
て
進
ん

で
い
た
歴
史
的
な
現
象
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
。
こ
の
時
代
で
は
、

漢
地
か
ら
の
越
境
人
が
モ
ン
ゴ
ル
、
ジ
ュ
シ
ェ
ン
の
首
長
に
受
け
入

れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
こ
え
た
共
同

社
会
が
明
の
西
北
、
東
北
辺
外
の
複
数
の
地
点
で
形
成
さ
れ
た
。
著

者
は
、『
万
暦
武
功
録
』、『
開
原
図
説
』
な
ど
漢
文
史
料
に
基
づ
き
、

こ
の
辺
境
社
会
を
支
え
て
い
た
の
は
、
互
市
を
通
じ
た
交
易
で
あ
る

と
述
べ
、上
記
の
よ
う
な
大
変
動
が
巻
き
起
こ
さ
れ
た
原
因
と
し
て
、

銀
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
流
れ
と
そ
の
影
響
が
重
要
だ
と
指
摘
す
る
。

　
前
章
の
内
容
を
承
け
て
、
第
四
章
で
は
、
東
南
の
辺
境
が
着
目
さ

れ
る
。
一
五
六
七
年
の
海
禁
緩
和
は
、
朝
貢
一
元
体
制
を
変
質
さ
せ

る
大
き
な
転
換
点
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
六
世
紀

初
頭
の
広
東
で
は
、
す
で
に
そ
の
制
度
が
緩
み
始
め
た
。
本
章
の
分

析
に
よ
る
と
、
広
東
の
地
方
政
府
に
よ
る
非
朝
貢
船
の
貨
物
に
対
す

る
課
税
、
な
ら
び
に
残
り
の
貨
物
の
自
由
売
買
は
、
一
五
〇
九
年
に

初
め
て
朝
議
の
場
で
許
可
さ
れ
た
が
、
市
舶
司
の
宦
官
や
「
祖
宗
の

法
」
に
固
執
す
る
官
僚
か
ら
反
対
意
見
が
続
出
し
た
た
め
、
す
ぐ
に

は
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
上
記
の
よ
う
な
課

税
貿
易
は
、一
五
三
〇
年
か
ら
朝
貢
船
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
を
足
が
か
り
と
し
て
、
広
東
当
局
は
中
国
商
人
（「
客
綱
」、「
客

紀
」）
を
介
し
て
、
非
朝
貢
船
に
対
し
て
も
課
税
を
行
い
、
外
国
の

民
間
商
船
に
よ
る
貿
易
を
事
実
上
に
公
認
し
た
。
こ
う
し
た
過
程
の

な
か
で
、「
沿
岸
の
密
貿
易
の
拡
大
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
貿
易
活
動
、

銀
の
増
産
に
よ
る
日
本
貿
易
の
拡
大
な
ど
の
潮
流
は
、
朝
貢
一
元
の

貿
易
制
度
を
乗
り
こ
え
る
動
力
と
な
っ
た
」（
二
八
四
頁
）
と
い
う
。

　
一
六
世
紀
半
ば
か
ら
芽
生
え
た
互
市
の
秩
序
は
、
明
清
交
替
の
混
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乱
期
を
経
て
、
よ
う
や
く
一
七
世
紀
末
に
、
か
つ
て
辺
境
貿
易
を
営

ん
で
い
た
満
州
人
が
打
ち
立
て
た
清
朝
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
。
第

五
章
と
第
六
章
は
、
清
代
に
お
け
る
互
市
の
展
開
を
論
じ
る
も
の
で

あ
る
。
第
五
章
で
は
、
康
熙
年
間
に
成
立
し
た
互
市
体
制
の
性
格
や

朝
貢
体
制
と
の
差
異
を
説
明
し
た
上
で
、
互
市
の
枠
組
み
の
な
か
で

清
朝
は
ど
の
よ
う
に
国
際
問
題
に
対
処
し
た
か
を
、
正
徳
新
令
を
め

ぐ
る
日
清
間
の
交
渉
を
中
心
に
解
明
す
る
。
こ
の
事
例
に
お
い
て
、

外
交
上
の
紛
糾
に
直
面
す
る
日
清
両
国
の
政
府
は
、
儀
礼
を
伴
う
使

節
や
外
交
文
書
の
往
来
を
介
さ
ず
、
商
人
と
通
事
だ
け
を
通
じ
て
合

意
を
形
成
し
た
。
こ
の
よ
う
な
交
渉
は
、「
沈
黙
外
交
」
と
名
付
け

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
七
四
〇
年
に
ジ
ャ
ワ
で
お
こ
っ
た
華
僑
虐

殺
事
件
も
、
互
市
と
外
交
の
関
係
を
示
す
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
で
は
、「
沈
黙
外
交
」
が
行
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
明
の
時
代
に
も
、
類
似
す
る
虐
殺
は
何
回
も
あ
っ

た
が
、
そ
れ
ら
の
事
件
も
清
代
と
同
じ
よ
う
に
不
問
に
付
さ
れ
た
（
６
）

。

そ
の
た
め
、
一
七
四
〇
年
の
事
件
の
処
理
に
お
い
て
、
互
市
体
制
に

よ
る
影
響
は
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら
な
る
検
討
を
加
え
る
余

地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
六
章
で
は
、
一
七
一
七
年
に
発
令
さ
れ
た
「
南
洋
海
禁
」
が

議
論
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
の
華
人
社
会
は
、

一
六
八
四
年
の
海
禁
解
除
と
海
外
貿
易
の
発
展
に
よ
っ
て
拡
大
し
つ

つ
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
官
権
の
及
ば
な
い
地
域
に
移
住
し
、
現
地
で

自
由
に
活
動
で
き
る
華
人
が
新
た
な
反
清
勢
力
に
な
る
こ
と
を
恐

れ
、
中
国
船
の
南
洋
方
面
へ
の
渡
航
禁
令
を
康
熙
帝
は
下
し
た
が
、

ほ
と
ん
ど
効
力
が
な
く
、
一
七
二
七
年
に
雍
正
帝
に
よ
っ
て
解
除
さ

れ
た
。
そ
の
意
義
に
つ
い
て
著
者
は
、
地
域
間
の
経
済
関
係
が
全
球

的
に
拡
大
す
る
趨
勢
の
な
か
で
、
清
は
互
市
の
制
度
に
よ
っ
て
管
理

さ
れ
た
通
商
を
通
じ
て
、
こ
の
趨
勢
に
対
応
す
る
路
線
が
、「
南
洋

海
禁
」
の
解
除
に
よ
っ
て
最
終
的
に
是
認
さ
れ
た
と
評
し
て
い
る
。

　
終
章
で
は
本
論
の
整
理
に
続
い
て
、
近
世
中
国
の
通
商
外
交
に
関

わ
る
い
く
つ
か
の
問
題
に
対
す
る
著
者
の
見
解
が
提
示
さ
れ
る
。
①

宋
代
以
降
の
中
国
の
国
際
貿
易
に
お
い
て
、
独
占
と
自
由
と
い
う
普

遍
的
な
対
立
軸
が
あ
り
、
明
清
時
代
の
政
策
と
そ
の
転
換
も
、
こ
の

文
脈
の
な
か
で
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
朝
貢
の
制
度
と
は
違

い
、
中
華
帝
国
を
中
心
と
し
て
周
辺
に
広
が
っ
て
い
た
互
市
の
秩
序

で
は
、
貿
易
と
参
入
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
た
。
③
清
代
に
お
け

る
互
市
制
度
の
拡
充
は
、
政
権
と
商
人
の
利
害
共
有
に
も
と
づ
く
相

互
作
用
の
う
え
で
成
り
立
っ
て
い
た
。④
清
は
明
代
の
教
訓
を
鑑
み
、

朝
貢
と
通
商
の
一
体
化
を
求
め
ず
、
外
交
を
伴
わ
な
い
互
市
の
枠
組

み
の
な
か
で
国
際
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
図
っ
て
い
た
。
こ
う
し

た
方
針
は
、
安
全
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
も
合
理
的
で
あ
る
。

⑤
『
皇
朝
文
献
通
考
』
や
嘉
慶
『
大
清
会
典
』
で
は
、「
互
市
諸
国
」

の
概
念
と
、「
朝
貢
之
国
」
の
概
念
が
区
別
さ
れ
た
う
え
で
登
場
し

て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、「
朝
貢
体
制
と
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
点
に
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お
い
て
逆
の
ベ
ク
ト
ル
を
も
つ
互
市
の
制
度
」
が
、
中
国
の
国
政
の

な
か
に
そ
の
位
置
を
得
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
重
視
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
⑥
清
の
互
市
に
お
い
て
、
商
人
へ
の
規
制
と
管
理
が
行

わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
安
全
保
障
や
自
国
市
場
の
需
給
平
衡
な
ど

の
観
点
か
ら
の
施
策
で
あ
り
、
貿
易
の
自
由
競
争
に
対
す
る
制
限
で

は
な
い
。

　
以
上
、
必
ず
し
も
著
者
の
真
意
を
酌
め
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、各
章
の
内
容
を
評
者
な
り
に
整
理
し
て
み
た
。
総
じ
て
言
え
ば
、

本
書
で
主
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
明
清
中
国
に
お
け
る
通
商
外
交

政
策
の
転
換
で
あ
る
。
著
者
は
そ
れ
を
議
論
の
主
軸
に
据
え
、
各
時

代
の
基
本
史
料
に
対
す
る
精
緻
な
読
解
に
立
脚
し
な
が
ら
、
実
証
的

な
分
析
を
加
え
た
上
で
、
前
近
代
に
お
い
て
の
中
国
の
貿
易
秩
序
や

国
際
関
係
を
す
べ
て
「
朝
貢
」
の
枠
組
み
に
敷
衍
す
る
フ
ェ
ア
バ
ン

ク
ら
の
旧
説
に
異
議
を
唱
え
た
。
す
な
わ
ち
、
一
六
世
紀
半
ば
か
ら

始
動
し
た
朝
貢
一
元
か
ら
互
市
へ
の
発
展
は
、
朝
貢
体
制
の
一
時
的

あ
る
い
は
一
部
的
な
変
調
で
は
な
く
、
全
く
異
な
る
性
格
を
も
つ
両

者
間
の
構
造
的
転
換
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
本
書
の
一
大
特
色
で

あ
り
、
著
者
の
一
貫
し
た
主
張
で
も
あ
る
。
既
発
表
論
文
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
第
三
か
ら
第
六
章
は
、
そ
れ
ぞ
れ
明
代
中
期
と
清

代
初
期
の
幾
つ
か
の
事
例
に
着
目
す
る
も
の
で
、
上
述
し
た
構
造
転

換
の
具
体
的
な
様
相
は
、
こ
れ
ら
の
章
に
お
い
て
多
角
的
に
考
察
さ

れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
本
書
の
も
う
一
つ
の
創
見
は
、
朝
貢
一
元
体
制
か
ら
互

市
を
中
心
と
す
る
制
度
へ
の
構
造
的
転
換
を
、「
独
占
と
自
由
」
と

い
う
大
き
な
図
式
の
な
か
で
検
討
し
た
こ
と
で
あ
る
。
明
の
朝
貢
一

元
体
制
下
で
行
わ
れ
た
官
営
（
朝
廷
営
）
の
対
外
貿
易
に
は
、
商
業

的
利
益
や
海
外
物
資
を
独
占
す
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
。
こ
の
点

に
つ
い
て
言
及
し
た
先
行
研
究
（
７
）
は
存
在
す
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
明

代
に
限
定
さ
れ
た
議
論
で
あ
る
。
そ
れ
ら
と
対
照
的
に
、岩
井
氏
は
、

宋
代
か
ら
清
初
ま
で
の
貿
易
政
策
を
通
時
的
に
分
析
し
た
上
で
、
自

由
と
独
占
と
い
う
普
遍
的
な
対
立
軸
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
の
な
か

で
明
、
清
時
代
の
貿
易
構
造
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
そ

れ
ぞ
れ
の
特
徴
、
な
ら
び
に
朝
貢
か
ら
互
市
へ
の
転
換
の
意
義
が
よ

り
鮮
明
に
炙
り
出
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
著
者
の
卓
抜
な
洞
見
は
、
ア
ジ
ア
海
域
史
を
勉
強

す
る
身
と
し
て
は
敬
服
す
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
の
書
評
と

い
う
性
格
上
、
卑
見
を
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

以
下
、
疑
問
点
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
、
既
刊
書
評
と
の
重
複
を
避

け
つ
つ
述
べ
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、「
朝
貢
か
ら
互
市
へ
」
の
転
換
を
促
し
た
要
因
と
し
て
、

岩
井
氏
は
「
貿
易
の
独
占
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
商
業
者
た
ち
の
反

抗
」、「
銀
流
通
の
拡
大
」、「
西
洋
諸
国
の
貿
易
活
動
」
な
ど
を
強
調

し
て
い
る
が
、
中
国
国
内
の
政
治
情
勢
、
特
に
朝
廷
内
部
の
対
立
構

造
に
よ
る
影
響
が
過
小
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
周
知
の
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著
『
朝
貢
・
海
禁
・
互
市
―
―
近
世
東
ア
ジ
ア
の
貿
易
と
秩
序
―
―
』（
王
）

よ
う
に
、
帝
制
中
国
の
中
枢
に
お
い
て
、
皇
帝
と
宦
官
が
属
す
る
内

廷
と
、
六
部
な
ど
官
僚
機
構
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
外
朝
と
い
う
明

確
な
区
分
が
存
在
す
る
。
両
者
間
の
財
政
権
、
行
政
権
、
な
ら
び
に

軍
隊
の
指
揮
権
を
め
ぐ
る
権
力
闘
争
は
、
中
国
史
を
通
底
す
る
対
立

軸
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
本
書
が
扱
う
明
清
の
時
代
で
も
、

こ
う
し
た
争
い
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
と
り
わ
け
明
代
は
、
皇

帝
権
力
が
大
幅
に
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
宦
官
の
活
動
も
活
発

に
な
り
、
内
廷
と
外
朝
の
軋
轢
が
激
し
い
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
対

立
に
つ
い
て
、
著
者
は
明
確
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
貿
易
の
独
占

を
説
明
す
る
際
に
、「
宦
官
に
よ
る
官
営
貿
易
」
や
「
朝
廷
営
貿
易
」

な
ど
、
上
記
の
問
題
を
意
識
し
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
皇
室
財
政
と
国
家
財
政
の
関
係
と
い
う
角
度
か
ら
の
考
察
は
な

さ
れ
て
い
な
い
。

　
例
え
ば
、
広
東
省
が
主
導
す
る
非
朝
貢
船
に
対
す
る
徴
税
の
実
現

に
関
し
て
、
そ
の
背
景
に
は
、
マ
ク
ロ
的
に
言
え
ば
、
皇
室
財
政
・

国
家
財
政
と
も
に
内
府
庫
か
ら
支
出
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
明
初
の

「
公
私
一
体
」
の
財
政
か
ら
、
中
央
各
部
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
で
管
理

す
る
銀
庫
を
建
て
、
内
府
庫
は
ほ
と
ん
ど
皇
室
専
用
に
な
っ
た
「
公

私
区
別
」
の
財
政
へ
の
構
造
転
換
が
あ
っ
た
（
８
）
。
ま
た
、
ミ
ク
ロ
の
面

で
も
、
上
述
の
徴
税
が
総
督
陳
金
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
正
徳
三
年

（
一
五
〇
八
）
前
後
に
、
中
央
だ
け
で
は
な
く
地
方
の
財
政
に
も
大

き
な
影
響
を
与
え
た
一
連
の
出
来
事
が
生
じ
て
い
た
。
時
系
列
で
列

挙
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
弘
治
帝
の
陵
墓
建
設
に
引
き
続
い
て
大
喪
の
儀
、
正
徳
帝
即
位

の
儀
、
大
婚
の
儀
な
ど
、
大
規
模
な
行
事
が
相
次
い
で
挙
行
さ

れ
た
た
め
、
内
府
庫
が
資
金
不
足
に
な
り
、
戸
部
の
太
倉
庫
か

ら
銀
三
〇
万
両
を
流
用
（
正
徳
元
年
八
月
（
９
）
）

②
外
朝
の
官
僚
は
宦
官
の
劉
瑾
ら
八
人
を
弾
劾
し
た
が
、
正
徳
帝

は
激
怒
し
て
劉
瑾
を
司
礼
監
太
監
に
昇
任
さ
せ
た
。
そ
の
後
、

吏
部
尚
書
劉
健
、
戸
部
尚
書
韓
文
ら
が
辞
任
し
、
劉
瑾
の
専
権

が
始
ま
る
（
正
徳
元
年
一
〇
月）
（1
（

）

③
劉
瑾
は
科
道
官
を
全
国
の
各
地
方
へ
派
遣
し
、
現
地
の
倉
庫
に

貯
蔵
さ
れ
て
い
る
銀
を
北
京
に
輸
送
す
る
よ
う
に
命
令
（
正
徳

二
年
閏
正
月
、
一
〇
月
な
ど）
（（
（

）

④
広
東
、
広
西
へ
派
遣
さ
れ
た
宦
官
・
韋
霦
ら
は
、
両
省
存
銀
の

三
分
の
二
を
徴
収
し
よ
う
と
し
た
が
、
総
督
陳
金
の
反
対
に
よ

り
銀
五
〇
万
両
（
存
銀
の
六
割
弱
）
だ
け
を
北
京
に
運
ん
だ
（
正

徳
二
年
一
一
月）
（1
（

）

⑤
広
東
参
議
の
呉
廷
挙）
（1
（

が
鎮
守
太
監
の
潘
忠
を
弾
劾
（
正
徳
四

年）
（1
（

）

⑥
呉
廷
挙
が
詔
獄
に
下
さ
れ
、
枷
刑
を
受
け
た
（
正
徳
五
年
二
月）
（1
（

）

　
紙
幅
の
都
合
上
、
事
例
の
掲
載
を
最
小
限
に
し
た
が
、
当
時
に
お

い
て
内
廷
と
外
朝
と
の
間
に
激
し
い
対
立
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
特
に
①
③
④
は
、
広
東
で
非
朝
貢
船
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に
対
す
る
徴
税
の
実
現
に
至
る
重
要
な
背
景
を
な
し
て
い
た
と
言
え

よ
う
。
こ
う
し
た
ミ
ク
ロ
な
出
来
事
の
積
み
重
ね
と
、
国
家
財
政
の

マ
ク
ロ
な
構
造
転
換
と
が
相
互
に
作
用
し
て
、
そ
の
時
代
に
お
け
る

明
の
国
内
政
治
の
流
れ
を
紡
ぎ
出
し
て
い
る
。
広
東
の
事
例
も
、
こ

の
流
れ
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
無
論
、
岩
井
氏
が
強
調
し
て
い
る
広
域
的
な
経
済
変
動
の

重
要
性
は
揺
る
ぎ
な
い
が
、
上
記
の
よ
う
な
内
在
的
要
素
も
無
視
で

き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
清
代
の
互
市
制
度
を
論
じ
る
第
五
章
に
お
い
て
も
、
内
在

的
要
素
に
目
を
向
け
る
必
要
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
明
清
交
替
後
、

宦
官
の
勢
力
が
著
し
く
弱
体
化
さ
れ
、
政
治
の
表
舞
台
か
ら
こ
と
ご

と
く
姿
を
消
し
て
い
た
。
そ
の
代
わ
り
に
、
皇
帝
に
直
接
従
属
す
る

上
三
旗
の
ボ
ー
イ
（
包
衣
）
が
構
成
す
る
内
務
府
が
、
内
廷
事
務
を

司
る
機
関
と
し
て
登
場
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
内
廷
と
外

朝
と
の
対
立
が
氷
解
し
た
わ
け
で
は
な
い
。そ
の
代
表
的
な
事
例
は
、

康
熙
五
二
年
（
一
七
一
三
）
か
ら
表
面
化
し
た
戸
部
尚
書
・
趙
申
喬

と
康
熙
帝
と
の
一
連
の
意
見
衝
突
で
あ
る
。
当
時
に
お
い
て
、
趙
申

喬
ら
漢
人
官
僚
か
ら
、
内
務
府
に
よ
る
民
間
土
地
の
侵
奪
問
題
、
両

淮
塩
運
使
の
人
選
問
題
、
銅
地
金
採
買
の
経
営
権
問
題
な
ど
、
様
々

な
問
題
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
皇
室
財
政
と
国
家
財
政
の

拮
抗
が
顕
在
化
し
つ
つ
あ
り
、
ま
た
、
満
漢
官
僚
の
間
で
も
亀
裂
が

生
ま
れ
て
い
た）
（1
（

。
本
書
第
五
章
で
重
点
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
康
熙

五
四
年
（
一
七
一
五
）
の
「
正
徳
新
令
を
め
ぐ
る
紛
糾
」
は
、
こ
う

し
た
背
景
の
も
と
で
起
こ
っ
た
事
件
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
著

者
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
そ
の
ほ
か
、
事
件
の
推
移
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
、
⑴
清
の
朝
廷
で
信
牌
問
題
に
関
す
る
議
論
が
長
引
く

な
か
、
日
本
か
ら
の
銅
料
輸
入
が
中
断
さ
れ
、
銅
銭
の
鋳
造
が
危
機

的
な
状
況
を
迎
え
て
い
た
こ
と
、
⑵
信
牌
受
領
を
め
ぐ
る
告
発
の
背

後
に
は
、
江
・
浙
商
人
と
福
建
系
商
人
の
対
立
が
あ
っ
た
こ
と）
（1
（

、
と

い
う
二
点
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
当
時
の
為

政
者
に
と
っ
て
い
ず
れ
も
切
実
な
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
抜
き
に

し
て
信
牌
事
件
の
処
理
を
考
え
る
と
、
中
国
国
内
に
お
け
る
複
雑
な

情
勢
が
過
度
に
単
純
化
さ
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。

　
結
果
か
ら
見
れ
ば
、
確
か
に
こ
の
事
件
は
日
清
双
方
の
公
的
な
交

渉
を
介
さ
ず
に
解
決
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
互
市
制

度
の
枠
組
み
の
な
か
で
外
交
問
題
を
処
理
す
る
と
い
う
方
針
や
意
図

を
、
日
清
双
方
の
為
政
者
が
持
っ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。
康
熙
帝

が
官
僚
た
ち
の
議
論
を
退
け
、「
沈
黙
外
交
」
を
選
ん
だ
の
は
、「
互

市
貿
易
の
維
持
」
や
「
経
済
的
な
実
利
の
優
先
」
と
い
っ
た
一
般
論

的
な
理
由
よ
り
も
、
む
し
ろ
鋳
銭
の
た
め
に
日
本
銅
の
安
定
供
給
を

確
保
す
る
こ
と
が
最
優
先
事
項
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

儀
礼
が
伴
わ
な
い
対
外
貿
易
は
、清
の
時
代
か
ら
大
幅
に
増
加
し
た
。

こ
れ
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
貿
易
拡
大

の
も
と
で
あ
る
種
の
秩
序
が
形
成
し
、
さ
ら
に
清
の
外
交
戦
略
に
お
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い
て
一
種
の
指
導
原
理
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
想
定
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
毛
を
吹
い
て
疵
を
求
め
る
よ
う
な
こ
と
に
な
る
が
、
以
下

に
お
い
て
は
、
少
々
細
か
い
論
点
に
つ
い
て
触
れ
て
い
き
た
い
。

　
第
一
章
で
は
、
礼
制
の
形
式
と
理
念
が
明
の
周
辺
諸
国
に
も
影
響

を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、
日
朝
外
交
に
お
け
る
国
書

形
式
の
改
正
問
題
と
、
東
照
宮
参
拝
を
め
ぐ
る
紛
糾
と
い
う
二
つ
の

事
例
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
前
者
に
関
し
て
は
す
で
に

周
知
の
事
実
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
贅
言
す
る
必
要
は
な
い
が
、
後

者
に
つ
い
て
は
関
係
史
料
の
解
釈
に
少
し
疑
問
を
感
じ
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。
そ
れ
は
、「
致
祭
」
と
い
う
用
語
に
か
ん
す
る
理
解
で
あ
る
。

岩
井
氏
は
、
明
朝
側
の
外
交
史
料
に
お
い
て
「
遣
官
致
祭
」
な
ど
の

表
現
が
多
出
す
る
こ
と
を
根
拠
に
、「
致
祭
」
は
「
君
主
が
恩
典
と

し
て
施
す
」
儀
礼
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
日
本
に

押
し
付
け
ら
れ
た
日
光
参
詣
に
対
し
て
、朝
鮮
側
が
そ
れ
を
「
致
祭
」

と
表
現
す
る
こ
と
は
、
一
種
の
「
精
神
的
勝
利
」
で
あ
り
、
そ
こ
に

日
朝
間
に
お
い
て
「
解
釈
の
非
対
称
」
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
窺

え
る
と
い
う
。
し
か
し
、
中
国
側
の
史
料
を
調
べ
て
み
る
と
、「
諭

祭
」
と
い
う
皇
帝
名
義
の
祭
文
の
下
賜
が
伴
う
儀
礼
と
は
異
な
り
、

「
致
祭
」
は
一
般
的
か
つ
中
性
的
な
用
語
と
し
て
様
々
な
場
面
で
使

用
さ
れ
て
お
り）
（1
（

、
必
ず
し
も
君
臣
間
の
上
下
関
係
を
彷
彿
さ
せ
る
よ

う
な
言
葉
で
は
な
い
。同
じ
く
朝
鮮
側
の
史
料
に
お
い
て
も
、「
淫
祀
」

と
呼
ば
れ
る
民
間
祭
祀
に
対
し
て
さ
え
、「
致
祭
」
と
い
う
語
が
使

わ
れ
て
い
る）
（1
（

。
し
た
が
っ
て
、著
者
の
「
致
祭
」
に
対
す
る
考
え
は
、

日
朝
関
係
に
お
け
る
「
解
釈
の
非
対
称
」
を
説
明
す
る
材
料
と
し
て

は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
新
稿
の
第
二
章
で
扱
わ
れ
る
史
料
の
処
理
に
関
し
て
、
い

く
つ
か
気
に
な
っ
た
点
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、『
明
実
録
』
の
宝
鈔

発
行
に
関
す
る
記
録
で
あ
る）
11
（

。
著
者
は
こ
の
引
用
部
分
を
以
て
、「
商

品
流
通
を
促
進
す
る
」
こ
と
が
宝
鈔
発
行
の
目
的
で
あ
る
と
解
釈
し

て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
に
引
用
さ
れ
て
い
な
い
同
史
料
の
前
半
部

分
を
読
む
と
、
や
は
り
こ
の
政
策
が
う
み
だ
さ
れ
た
要
因
と
し
て
、

銅
銭
・
銅
料
不
足
の
深
刻
化
や
、
私
鋳
銅
銭
の
流
行
な
ど
の
問
題
も

看
過
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。も
ち
ろ
ん
、「
商
品
流
通
を
促
進
す
る
」

こ
と
は
、
宝
鈔
発
行
の
一
つ
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
実
録
の
編
者
に
認

め
ら
れ
た
が
、
通
貨
発
行
権
の
独
占
を
目
論
ん
で
い
た
明
政
権
が
こ

れ
ま
で
実
施
し
て
い
た
銅
銭
鋳
造
を
諦
め
、
紙
幣
の
発
行
を
決
定
し

た
過
程
の
な
か
で
、む
し
ろ
銅
料
不
足
な
ど
喫
緊
の
問
題
の
ほ
う
が
、

よ
り
重
要
視
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
も
う
ひ
と
つ
は
、
宣
徳
帝
が
中
山
王
尚
巴
志
に
命
じ
て
、
朝
貢
の

再
開
を
説
得
す
る
た
め
の
勅
諭
を
日
本
国
王
に
転
送
さ
せ
た
際
に
用

い
た
と
さ
れ
る
「
買
売
生
理
」
と
い
う
文
言
で
あ
る）
1（
（

。
こ
の
表
現
に

つ
い
て
、
岩
井
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
明
朝
側
が
「
独
占
貿
易
の
利

を
好
餌
と
し
て
日
本
の
対
明
断
交
の
撤
回
と
朝
貢
の
再
開
を
促
そ
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史
苑
（
第
八
一
巻
第
二
号
）

う
と
し
て
い
た
」（
一
三
九
頁
）
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
根
拠

と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
史
料
は
、『
歴
代
宝
案
』
に
収
め
ら
れ
た
琉

球
の
上
奏
文
の
な
か
に
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、『
明
実
録
』

に
収
録
さ
れ
て
い
る
日
本
国
王
宛
の
勅
諭
の
原
文
に
は
、「
買
売
生

理
」な
ど
の
言
葉
は
見
当
た
ら
な
い）
11
（

。そ
れ
に
加
え
て
、後
者
に
は「
且

使
海
濱
之
民
，
皆
得
以
永
享
太
平
之
福
」
の
よ
う
な
文
言
が
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
仮
に
足
利
将
軍
が
こ
の
勅
諭
を
見
た
と
し
て

も
、「
皇
帝
と
国
王
と
が
貿
易
を
独
占
す
る
」
の
よ
う
に
そ
の
意
味

を
読
み
取
る
こ
と
が
難
し
い
だ
ろ
う
。「
買
売
生
理
」
は
、
単
に
琉

球
国
王
―
明
の
朝
貢
体
制
の
な
か
で
特
殊
な
位
置
を
占
め
る
存
在
―

に
対
し
て
語
る
言
葉
と
捉
え
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
拙
い
所
見
を
述
べ
た
が
、
い
ず
れ
も
釈
迦
に
説
法
の
類
に

属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
本
書
の
学
術
的
意
義
を
い
さ
さ
か
も
損
な
う

も
の
で
は
な
い
。
巨
視
的
な
視
野
と
精
緻
な
文
献
読
解
を
兼
ね
備
え

な
が
ら
、
様
々
な
新
し
い
知
見
を
示
し
て
い
る
本
書
は
、
我
々
後
学

の
大
切
な
道
標
に
な
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。
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註（１
）
中
島
楽
章
「
求
心
的
な
朝
貢
貿
易
と
遠
心
的
な
互
市
と
の
せ
め

ぎ
合
い
を
描
く
：
明
清
時
代
の
貿
易
秩
序
の
理
念
と
実
態
、
そ
の

時
代
的
変
遷
を
解
明
」『
図
書
新
聞
』、
二
〇
二
〇
年
七
月
四
日
号
。

岸
本
美
緒
「
書
評
　
岩
井
茂
樹
著
『
朝
貢
・
海
禁
・
互
市
：
近
世

東
ア
ジ
ア
の
貿
易
と
秩
序
』」『
史
学
雑
誌
』
第
一
二
九
編
第
八
号
、

二
〇
二
〇
年
、
五
一
―
五
九
頁
。
拙
評
を
執
筆
す
る
こ
と
に
あ
た
り
、

両
氏
の
才
筆
か
ら
多
大
な
示
唆
を
受
け
た
こ
と
を
特
記
し
て
お
く
。

ま
た
、
二
〇
二
〇
年
八
月
二
二
日
、
本
書
の
合
評
会
が
オ
ン
ラ
イ
ン

で
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
城
地
孝
氏
、
橋
本
雄
氏
、
松
方
冬
子
氏

に
よ
る
鋭
い
論
評
と
、
著
者
岩
井
氏
本
人
が
行
っ
た
明
晰
な
応
答
も

非
常
に
印
象
的
で
あ
っ
た
。

（
2
）John K

ing Fairbank, “A Prelim
inary Fram

ew
ork”, in John 

K
ing Fairbank (ed.), The C

hinese w
orld order: traditional 

C
h

in
a's foreign

 relation
s , C

am
bridge, H

arvard 
U

niversity Press, 1968, pp. 1-19.

（
3
）M

ark M
ancall, “The Ch’ing Tribute System

: An Interpretive 
E

ssay”, in John K
ing Fairbank (ed.), The C

hinese w
orld 

order: traditional C
hina's foreign relations , C

am
bridge: 

H
arvard U

niversity Press, 1968, pp. 63-89.

（
4
）
檀
上
寛
『
明
代
海
禁
＝
朝
貢
シ
ス
テ
ム
と
華
夷
秩
序
』（
京
都
大
学

学
術
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）。

（
5
）
前
掲
注
４
檀
上
論
考
、
八
五
―
八
六
頁
。

（
6
）M

anel O
llé, “The Chinese in the Philippine Archipelago: 

G
lobal Projection of a Local C

om
m

unity”, in A
ngela 

Schottenham
m

er (ed.), In E
arly G

lobal Interconnectivity 

across the Indian O
cean W

orld V
olum

e I: C
om

m
ercial 

Structures and E
xchanges , C

ham
: Palgrave M

acm
illan, 

な
お
、
マ
ニ
ラ
の
ス
ペ
イ
ン
当
局
に
よ
る
華
人
移
民
の
大
量
虐
殺

に
つ
い
て
、『
明
神
宗
実
録
』（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、

一
九
六
二
―
一
九
六
八
年
、
以
下
同
）
巻
四
〇
四
、万
暦
三
二
年
一
二

月
戊
午
条
に
も
そ
の
記
録
が
あ
る
。

（
7
）
李
金
明
『
明
代
海
外
貿
易
史
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、

一
九
九
〇
年
）、佐
久
間
重
男
『
日
明
関
係
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
二
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
8
）
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
、
蘇
新
紅
氏
と
李
園
氏
に
よ
る
詳
細
な
研
究

が
あ
る
。
蘇
新
紅
「
明
代
内
庫
的
皇
室
財
政
専
属
化
演
変
」『
第
十
六

届
明
史
国
際
学
術
研
討
会
暨
建
文
帝
国
際
学
術
研
討
会
論
文
集
』、

二
〇
一
五
年
、
四
二
八
―
四
四
四
頁
。
李
園
『
明
代
内
庫
与
財
政
体

制
変
遷
研
究
』（
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
9
）『
明
武
宗
実
録
』
卷
一
六
、
正
德
元
年
八
月
庚
戍
条
、
四
八
二
頁
。

（
10
）『
明
史
』
巻
三
〇
四
、
列
伝
第
一
九
二
、
宦
官
一
。

（
11
）
谷
応
泰
『
明
史
紀
事
本
末
』
卷
四
三
「
劉
瑾
用
事
」（
中
華
書
局
、

一
九
七
七
年
）
六
三
六
頁
。

（
12
）『
明
武
宗
実
録
』
卷
三
二
、
正
德
二
年
一
一
月
丙
寅
条
、
七
九
八
頁
。

（
13
）
呉
廷
挙
は
、
正
徳
一
二
年
に
広
東
布
政
使
と
し
て
、
総
督
陳
金
と

共
に
互
市
の
拡
大
を
奏
請
し
た
人
物
で
あ
る
。

（
14
）
崔
銑
「
呉
尚
書
廷
挙
伝
」
焦
竑
『
国
朝
献
徴
録
』（
万
暦
四
四
年
徐

象
橒
曼
山
館
刻
本
）、
卷
五
二
、
南
京
工
部
一
、四
七
頁
。

（
15
）『
明
武
宗
実
録
』
卷
六
〇
、
正
德
五
年
二
月
己
酉
条
、
一
三
三
〇
頁
。

（
16
）
羅
麗
達
「
清
初
国
家
財
政
利
益
上
的
宮
府
之
争
及
趙
申
喬
的
遭
遇
」

『
新
史
学
』
六
巻
三
期
、
一
九
九
五
年
、
二
九
―
六
一
頁
。

（
17
）
山
脇
悌
二
郎
『
長
崎
の
唐
人
貿
易
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
）
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史
苑
（
第
八
一
巻
第
二
号
）

一
三
九
―
一
六
〇
頁
。

（
18
）
例
え
ば
、
自
身
よ
り
儀
礼
上
の
地
位
が
高
い
「
先
帝
」
を
在
任
中

の
皇
帝
が
祀
る
こ
と
を
記
録
す
る
文
章
「
乙
巳
，
仁
祖
淳
皇
帝
忌

日
，
上
躬
詣
皇
陵
致
祭
」（
王
世
貞
「
巡
幸
考
」『
弇
山
堂
別
集
』
卷

六
六
）、
士
大
夫
の
家
規
「
凡
遇
忌
辰
，
當
用
素
衣
致
祭
」（
曹
端
「
曹

月
川
先
生
家
規
輯
略
」『
曹
月
川
先
生
遺
書
』
巻
六
）、
民
間
習
俗
を

記
す
筆
記
「
但
呉
越
之
俗
，親
友
來
致
祭
，主
家
皆
用
鼓
樂
筵
宴
款
客
」

（
謝
肇
淛
『
五
雜
組
』
卷
一
四
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
19
）「
雜
人
之
致
祭
于
松
嶽
、
紺
嶽
，
習
俗
已
久
，
難
以
遽
変
」（『
明
太

宗
実
録
』
巻
三
五
、
太
宗
一
八
年
一
月
乙
亥
条
、
九
頁
）。

（
20
）「
洪
武
八
年
三
月
辛
酉
朔
，
詔
造
大
明
宝
鈔
。
時
中
書
省
及
在
外
各

行
省
皆
置
局
以
鼓
鋳
銅
銭
，有
司
責
民
出
銅
，民
間
皆
毀
器
物
以
輸
官
，

鼓
鋳
甚
労
，
而
奸
民
復
多
盗
鋳
者
。
又
商
賈
転
易
，
銭
重
道
遠
，
不

能
多
致
，
頗
不
便
。
上
以
宋
有
交
会
法
，
而
元
時
亦
嘗
造
交
鈔
及
中

統
、
至
元
宝
鈔
，
其
法
省
便
，
易
於
流
転
，
可
以
去
鼓
鋳
之
害
，
遂

詔
中
書
省
造
之
」（『
明
太
祖
実
録
』 

巻
九
八
、洪
武
八
年
三
月
甲
子
条
、

一
六
六
九
頁
）。
下
線
部
は
著
者
に
引
用
さ
れ
て
い
な
い
部
分
で
あ
る
。

（
21
）「
宣
徳
捌
年
陸
月
貮
拾
貮
日
，
蒙
欽
差
内
官
柴
山
等
，
齎
捧
勅
諭
，

到
国
開
読
。
王
宜
遣
人
齎
去
与
日
本
国
王
，
令
其
遣
使
往
来
和
好
，

買
売
生
理
，
同
享
太
平
之
福
。
欽
此
」（「
琉
球
国
中
山
王
尚
巴
志
謹

奏
為
謝
啓
恩
事
」
校
訂
本
『
歴
代
宝
案
』
一
―
一
二
―
一
〇
）。

（
22
）「
丙
戌
，
上
念
即
位
以
来
，
四
方
番
国
皆
来
朝
貢
，
惟
日
本
未
至
，

遂
命
内
官
柴
山
，
齎
勅
往
琉
球
国
，
令
中
山
王
尚
巴
志
遣
人
齎
往
日

本
諭
之
。
勅
曰
:
昔
我
皇
祖
太
宗
文
皇
帝
臨
御
之
日
，
爾
日
本
先
王

源
道
義
，
能
敬
順
天
道
，
恭
事
朝
廷
，
是
以
朝
廷
眷
待
弥
厚
。
朕
今

紹
承
皇
祖
之
志
，
広
一
視
同
仁
之
徳
，
特
勅
諭
王
。
王
其
益
順
天
心
，

恪
遵
爾
先
王
之
志
，
遣
使
來
朝
，
朕
之
待
爾
，
一
如
皇
祖
之
待
爾
先
王
，

非
惟
一
家
一
国
受
福
于
無
窮
，
且
使
海
濱
之
民
，
皆
得
以
永
享
太
平

之
福
。
爾
其
欽
哉
」（『
明
宣
宗
実
録
』
卷
八
六
、
宣
徳
七
年
正
月
丙

戌
条
、
一
九
九
一
頁
）。

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


